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長寿命化修繕計画(第1回)

(2016年度)
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長寿命化修繕計画(第3回)
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1. 長寿命化計画の目的・概要 

長寿命化修繕計画は、インフラの維持管理・更新を着実に推進するため、予防保全型管理手法を取

り入れ、コスト縮減、予算の平準化を目的としたインフラの長寿命化に向けた個別施設毎の対応方

針を定めるものである。本計画は、既存の長寿命化修繕計画(2020 年度策定)について、計画全体の

方針を定めたうえで、新たな点検結果(3 巡目:2025 年度)をもとに見直し、さらに、新技術の活用、

集約化・撤去等の検討を取り入れた計画の更新を行うものである。 

 

【予防保全型管理手法】 

損傷が深刻化してから大規模な修繕を行う事後保全から、損傷が軽微なうちに修繕を行う

予防保全に転換し、更新(架替え)の抑制等によるライフサイクルコストの縮減、施設の長寿

命化を図るものである。 

【計画全体の方針】 

・老朽化対策の基本方針 

・新技術等の活用方針 

・費用の縮減に関する具体的な方針(集約化・撤去等の検討含む) 

【新技術の活用】 

維持管理費の負担増や技術者不足といった制約のなかで、今後の社会インフラの老朽化に

適切に対処していくためには、効率的な維持管理を可能とする新技術を活用し、費用の縮減

や作業の効率化に取り組む必要がある。 

【集約化・撤去等】 

維持管理費の負担増が想定されるなか、道路橋の老朽化対策の一つとして、地域の実情や

利用状況に応じて集約化・撤去、または機能縮小を選択肢とし、費用の縮減に取り組む必要が

ある。 

【計画更新までの経緯】 

 

 

  

本計画 



2. 対象施設 

対象施設は、土佐町が管理する道路橋とする。道路橋は、道路法(昭和 27年法律第 180号)第 2条

第 1項に規定する道路における橋長 2.0m以上の橋とする。また溝橋(ボックスカルバート)も対象と

する。 

 

・第 3回計画(2025 年度) ：N=103 橋 

 

【対象施設】 

・計画策定の単位 :道路 

・構造物の分類 :橋梁 

 

【溝橋(ボックスカルバート)】 

道路の下を横断する道路や水路等の空間を確保するために盛土あるいは地盤内に設けられ

る構造物で、橋長 2m以上かつ土被り 1m未満のボックスカルバートのことをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定の条件を満足する溝橋の定期点検に関する参考資料 

 



5m未満 39橋 38%

5m以上15m未満 38橋 37%

15m以上30m未満

15橋 14%

30m以上50m未満 7橋 7%

50m以上100m未満 3橋 3% 100m以上 1橋 1%

鋼橋 25橋

24%

PC橋 7橋

7%RC橋 66橋

64%

ボックスカルバート 5橋 5%

橋梁数橋長

5m未満

5m以上15m未満

15m以上30m未満

合計

39

38

15

103

30m以上50m未満 7

50m以上100m未満 3

100m以上 1

合計 103

RC橋 66

ボックスカルバート 5

橋種 橋梁数

鋼橋 25

PC橋 7

(1)橋長別 

橋長別で分類すると以下となる。橋長 5m 未満の橋梁が最も多く、全橋梁の内 38%を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)橋種別 

橋種別で分類すると以下となる。RC 橋が最も多く、全橋梁の内 64%を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50年未満

13橋 13%

50年以上 90橋 87%

50年未満

50年以上

50年未満 3橋 3%

50年以上 100橋 97%

50年未満

50年以上

50年未満 1橋 1%

50年以上

102橋 99%

50年未満

50年以上

(3) 管理橋梁の高齢化 

土佐町が管理する橋梁は、現在架設後 50年経過している橋梁が 87%を占めている。これが 10年

後には 97%、20 年後には 99%ととなり、橋梁の高齢化が加速度的に進展する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在(2025 年度) 

10 年後(2035 年度) 

20 年後(2045 年度) 



定期点検・修繕工
事の実績を反映

長寿命化修繕計画策定

長寿命化修繕計画更新

(計画期間10年)

定期点検・修繕工事等各種維持管理

5年サイクルを基本

3. 計画期間 

修繕計画は、インフラの状態が経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、定期点

検サイクル等を考慮のうえ計画期間を設定し、点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新するものとす

る。定期点検は、平成 26 年に道路法施行令第 35 条の 2 第 2 項の規定に基づいて定められた道路法

施行規則の第四条の五の二において、「5 年に一回の頻度で」行うことが定められている。したがっ

て、定期点検サイクル、長寿命化修繕計画の更新は 5年とする。また、修繕計画期間は、将来の見通

しをたてるため、定期点検、修繕計画更新サイクルよりも長い 10 年間とする。さらに、10 年間の修

繕計画は、長期的な見通し(50年間)をたてたうえで作成する。 

 

【計画期間】 

・定期点検  :5 年サイクル 

・修繕計画更新 :5 年毎 

・修繕計画期間 :10年間 

 

【計画サイクル概要】 

 

 

 

  



状態

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に

措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能
性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

区分

(4)個別施設の老朽化の状況 

点検・診断によって得られた個別施設の状態について、施設毎に整理する。また、管理施設数、

健全性の判定区分の割合、修繕等措置の着手状況等を整理する。道路橋毎の健全性の診断結果は、

「道路橋定期点検要領 平成 31 年 2月国土交通省 道路局」の判定区分をもとに分類する。 

 

【健全性の診断結果判定区分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【判定区分参考事例(コンクリート主桁のひびわれ)】 

判定区分Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

判定区分Ⅲ 

 

 

 

 

 

 

判定区分Ⅳ 

 

 

 

 

 

 

「道路橋定期点検要領 平成 31 年 2月国土交通省 道路局」  



Ⅰ 29橋 28%

Ⅱ 64橋 62%

Ⅲ 10橋

10%

Ⅳ 0橋 0%

Ⅰ 26橋 25%

Ⅱ 59橋 57%

Ⅲ 18橋 18%

Ⅳ 0橋 0%

Ⅲ 18

合計 103

健全性 橋梁数

Ⅰ 26

Ⅱ 59

Ⅳ 0

合計 103

健全性 橋梁数

Ⅰ 29

Ⅱ 64

Ⅳ 0

Ⅲ 10

定期点検結果(3 巡目点検:2024 年度)による健全性の診断結果を以下に示す。2 巡目(2019年度)

と比べて判定Ⅰが減少(-20橋)するとともに、判定Ⅱが増加(+27橋)しているため、老朽化の進展

が確認される。ただし、判定Ⅲが減少(-12 橋)していることから、長寿命化計画による補修効果も

表れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 巡目定期点検結果(2019年度) 

 

3 巡目定期点検結果(2024年度) 

 



跨道橋

跨線橋
橋長100m以上

①予防保全型管理

(戦略型管理)
②予防保全型管理 ③対症療法型管理

④対症療法型管理

(計画的更新)

橋長5m以上
ボックスカルバート

歩道専用橋

特に重要な橋梁

YES

YES

NO

NO

NO

重要な橋梁 一般的な橋梁 小規模な橋梁

観光シンボル

橋長15m以上

管理区分 該当橋梁 管理方針

①予防保全型管理
(戦略的管理)

特に重要な橋梁
・跨線橋
・跨道橋
・長大橋(100m以上)

・対策時期:対策区分Ⅱ
・一般的な予防保全対策に加え、戦略
　的な管理を行う。
・損傷が進行する前に機能回復や予防
　保全措置を優先的に行う。さらに橋
　の重要度を考慮した対策を行う。

②予防保全型管理 重要な橋梁
・橋長15m以上
・観光シンボル

・対策時期:対策区分Ⅱ
・一般的な予防保全対策を行う。
・損傷が進行する前に機能回復や予防
　保全措置を行う。

③対症療法型管理 一般的な橋梁
・橋長5m以上15m未満
・ボックスカルバート
・歩道専用橋

・対策時期:対策区分Ⅲ
・事後保全対策を行う。
・損傷が進行してから機能回復や予防
　保全措置を行う。ただし、劣化抑制
　を行い、架け替え時期の延長を図
　る。

④対症療法型管理
(計画的更新)

一般的な橋梁
(小規模橋梁)
・橋長5m未満

・対策時期:対策区分Ⅲ
・更新の検討を行う。
・安全確保のための必要最低限の対策
　を行い、損傷が進行した段階でボッ
　クスカルバートへの更新や上部工の
　交換、撤去を行う。

5. 管理区分の設定 

土佐町は、橋長 2m 程度の小規模な橋梁から橋長 100m を超える橋梁、小さい水路を跨ぐ橋梁、歩

道橋など、多種多様な橋梁を管理している。そのため、これらの橋梁を一律の方針で管理することは

合理的でない。さらに、全ての橋梁に対して予防保全型の管理を行うことは、限られた予算及び人員

の中では現実的でない。したがって、橋長、橋種、利用状況など橋梁の特性に応じた管理区分、方針

を定め、現実的かつ、効率的、効果的な維持管理を実現する。 

 

【管理区分・管理方針】 

 

 

  



対症療法型管理 41

対症療法型管理(計画更新) 36

合計 103

管理区分 橋梁数

予防保全型管理(戦略的管理) 2

予防保全型管理 24

予防保全型管理(戦略的管理)

2橋 2%

予防保全型管理

24橋 23%

対症療法型管理 41橋

40%

対症療法型管理

(計画更新)

36橋 35%

管理区分別で分類すると以下となる。「対症療法型管理」が最も多く、全橋梁の内 40%を占めて

いる。 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



高 近 長 古

低 遠 短 新

迂回路の有無

有

無

橋長 適用示方書橋の重要度 交差状況
海岸から
の距離

・
・
・

・
・
・

道路・鉄道

河川・水路

・
・
・

高

低

高

低

優先度

優

先

度

高

橋

の

重

要

度

橋の健全度

低

低

高 低

高

6. 対策の優先順位の考え方や目標 

早期措置段階(Ⅲ)と診断された橋梁は、次回の定期点検までの間に措置完了することを目標とす

る。そのため、それらの橋梁については、優先度評価による優先順位とは別に最優先で対策を行う。

また、それら以外の橋梁については、橋の健全度、橋の重要度を考慮した優先順位をもとに、管理区

分に応じた対策を行う。 

 

【橋の健全度】 

・道路橋の供用安全性から不可欠と考えられる 3 つの性能(対荷性・災害抵抗性・走行安全性)

から総合評価値を求め、橋の健全度を評価する。 

・総合評価値=100-損傷度評価値(対荷性・災害抵抗性・走行安全性)の最悪値 

※総合評価値が低い程、橋としての健全性が低いため、措置の優先度が高くなる。 

 

【橋の重要度】 

・迂回路の有無 

・橋長 

・適用示方書(経過年数) 

・交差状況(第三者被害) 

※諸元重要度が高い程、橋としての重要度が高いため、措置の優先度が高くなる。 

 

※以下の事項については、諸元重要度算出に考慮しない。 

・緊急輸送路(対象橋梁が位置する路線は、全て緊急輸送路に該当していない。) 

・海岸からの距離(対象橋梁の位置は、全て海岸から 2km以上離れている) 

・交通量(町内の道路で交通量に大きな差はみられない) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. 対策内容と実施時期 

対策内容と実施時期は、定期点検による診断結果をもとに、部材単位毎の劣化予測をたてたうえ

で、その橋梁の管理区分に応じた措置を検討する。また措置を検討するシナリオは、更新(橋梁架替)

の抑制等によるライフサイクルコストの縮減、施設の長寿命化を図るため、「予防保全型シナリオ」

とする。 

 

8. 対策費用 

今後 10 年間(2026 年度～2035 年度)に関する修繕計画を作成し、対策費用の概算工事費を算出す

る。  



9. 費用の縮減に関する具体的な方針 

費用の縮減に関する具体的な方針を定める。そのなかで、地域の実情や利用状況に応じた橋梁の

集約化・撤去、または機能縮小を選択肢として検討する。以下に費用の縮減に関する具体的方針を示

す。 

・新技術活用による定期点検、修繕等の措置における工期短縮、費用の縮減 

・橋梁の集約化・撤去による費用の縮減 

・予防保全型維持管理による費用の縮減と予算の平準化 

 

(1) 新技術の活用方針 

維持管理費の負担増や技術者不足といった制約のなかで、今後の社会インフラの老朽化に適切

に対処していくためには、効率的な維持管理を可能とする新技術を活用し、費用の縮減や作業の

効率化に取り組む必要がある。以下に定期点検や修繕等の対策を実施するにあたっての新技術の

活用方針を示す。 

 

1) 定期点検 

定期点検を行う全ての橋梁に対して、「点検支援技術性能カタログ(案)」などを参考に新技術を

抽出し、従来技術との比較を適切に行ったうえで、新技術の活用を検討する。 

「道路橋定期点検要領 令和 6年 3 月 国土交通省道路局(以下国要領と記す)」では，点検者(受

注者)が自らの近接による時と同等と判断できる方法のみ採用が可能とされている。また，高知県

要領では新技術の検討においては，「点検支援技術 性能カタログ(案)国土交通省(以下性能カタロ

グと示す)」に記載されている仕様確認が行われた技術から検討を行うものとされている。 

国土交通省は新技術活用事例として，以下の事例を公表している。この中で点検に関

わる事例が 5 事例あり，種類別には以下のようになっている。 

・ドローンによる点検   2 例 

・現場タブレット端末を利用した点検 1 例 

・ロボットカメラを利用した点検  2 例 



【新技術活用例】 

①全方向衝突回避センサーを有する小型ドローン技術(BR010009-V0525) 

・橋梁の狭小部に進入可能なインフラ点検用ドローン 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:ジャパンインフラウェイマーク ホームページ 

 

②橋梁等構造物の点検ロボットカメラ(BR010019-V0525) 

・鉛直方向に伸縮可能なポールを設置し、カメラの向き、倍率により点検者から死角となっ

ている部位まで撮影可能な点検カメラ, 写真からひび割れ幅、損傷範囲の測定可能 

 

 

 

 

出典:三井住友建設 ホームページ 

 

 

 

③社会インフラ画像診断サービス「ひびみっけ」(BR010024-V0525) 

・写真からひび割れの自動検出、自動計測を AIによる画像解析で行うシステム 

 

 

 

 

 

 

出典:富士フィルム ホームページ 

 



2) 修繕等の措置 

修繕等の措置を行う全ての橋梁に対して、「新技術情報提供システム(NETIS)」などを参考に新

技術を抽出し、従来技術との比較を適切に行ったうえで、新技術の活用を検討する。 

 

【新技術活用例】 

① タイタンコート防錆塗装工法(NETIS:KK-230037-A) 

・錆転換型塗装により、素地調整 2 種程度で Rc-1程度の防食機能を有する塗替塗装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:三重塗料株式会社 ホームページ 

 

② シラン系表面含侵材アクアシール 1400AR(NETIS:KK-230014-A) 

・シラン系表面含浸材に浸透性防錆剤を配合した、鉄筋腐食抑制効果の高いコンクリート

保護材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:大同塗料株式会社 アクアシール ホームページ 

 

 



3) 新技術活用による費用縮減数値目標 

費用縮減に関する数値目標は、縮減効果が継続的に発揮される「定期点検」に対して設定する。

具体的には、橋梁条件などから該当する新技術を選定したうえで、その新技術が適用可能な橋梁

を選定する。その橋梁に関して、新技術を活用した場合の費用を算出し、従来技術との費用差を算

出する。目標値としては、今後 5年間の点検サイクルにおいて 80 万円程度の費用縮減を目指すこ

ととする。 

新技術活用については、橋梁毎の現場条件などを踏まえ、従来技術との比較を適切に行う必要

がある。また、定期点検業務において新技術を活用可能な橋梁が複数ある場合は、継続的な費用の

縮減が見込まれることから、発注前の現場条件の精査を徹底し、積極的な採用を検討する。 

 

  



1 1 黒丸橋 町道2級黒丸線 瀬戸黒丸 1977 Ⅲ 多い

2 6 柚ノ木橋 町道柚ノ木橋線 柚ノ木 1971 Ⅲ 多い

3 12 宮古野大田原線1号橋 町道宮古野大田原線 田井 1975 Ⅲ 多い

4 14 川井橋 町道川井橋線 南川字川井 1981 Ⅲ 少ない

5 56 相生橋 町道相生線 田井～溜井 1964 Ⅲ 多い

6 67 高野橋 町道石原高野線 西石原1180 1962 Ⅲ 多い

7 75 小家谷橋 町道地蔵寺線 地蔵寺 1933 Ⅲ 多い

8 84 常盤橋 町道2級宮古野線 境 1934 Ⅲ 多い

9 88 樽の上橋 町道本地支線 栗木字上ノコシ68-4 1970 Ⅲ 多い

10 93 能地2号橋 町道能地線 栗木字下ヤブ613-5 1962 Ⅲ 多い

健全性 交通量
抽出
橋梁
No.

No. 橋梁名 路線名称 所在地 供用開始年

(2)道路橋の集約化・撤去 

厳しい財政状況の下、財源確保が課題となっている中においては、道路橋の老朽化対策の一つと

して、地域の実情や利用状況に応じて集約・撤去を選択肢とすることが、一時的な負担が生じたとし

ても、長期的な視点で見た際には有効な手段となりうる。したがって、集約・撤去に取り組む橋梁を

選定し、その橋梁に対しての集約化・撤去に関する具体的な取り組み内容を示す。 

 

1)集約化・撤去に取り組む橋梁の選定 

集約化・撤去の取り組みを行う橋梁を選定する。対象とする橋梁は、①健全性低下(健全性Ⅲ)、

②交通量が少ないをもとに抽出した橋梁の中から、撤去後の影響等を踏まえたうえで最適な橋梁

を選定する。検討の結果、健全性がⅢかつ、歩道橋で現在利用者数が極めて少ない「川井橋」を集

約化・撤去の取り組みを行う橋梁として選定した。 

 

【抽出橋梁】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【抽出条件】 

・健全性Ⅲ :健全性が低下している橋梁を対象とする 

・交通量が少ない :利用頻度の低い橋梁を対象とする 

 



対象橋梁の選定

→川井橋(健全性Ⅲ)

計画・調整

・集約・撤去実施時期の設定

・概算費用の算出

・長寿命化修繕計画への反映

利用者・住民との合意形成

・説明会等の開催

関係機関との協議

・交差物件の管理者

・占用物件管理者

2)集約化・撤去の取り組み 

集約化・撤去の取り組みは、計画、調整、住民等との合意形成が必要となるため、本計画内では、

「川井橋」に対して「将来的に集約化・撤去に向かう橋梁」としての位置付けを行うのみとする。

今後、実施する具体的な取り組み内容を以下に示す。 

 

【取組内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【川井橋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判定区分Ⅲとなった 10橋の内、歩道橋で現在利用者数が極めて少ない川井橋について、今

後、周辺状況や利用調査を基に、令和 12年度までの集約化・撤去を目指すことで、更新時期を

迎える令和 63年度までに必要となる費用を 1.2 億円程度縮減することを目標とする。 
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(3) 予防保全型維持管理 

今後50年間の事業費を比較すると、事後保全型が79億円に対し，長寿命化修繕計画の実施によ

る予防保全型が42億円となり，コスト縮減効果は37億円となる。 

 

※本計画については、5年サイクルで実施する点検・診断結果、土佐町役場の財政事情を踏まえ

て、5年毎に修正していくものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


